
全国知事・市長リレー講義（平成２３年７月１２日）全国知事・市長リレー講義（平成２３年７月１２日）

「地方の活力が、日本を発展させる」「地方の活力が、日本を発展させる」

１１ 相模原市の紹介相模原市の紹介

２２ 東日本大震災を教訓に、東日本大震災を教訓に、

市民の「生命・財産を守る」ために市民の「生命・財産を守る」ために

３３ 広域交流拠点都市の形成広域交流拠点都市の形成

４４ 地方分権改革の推進について地方分権改革の推進について

相相 模模 原原 市市 長長 加加 山山 俊俊 夫夫



中京圏
１１２０万人

中京圏
１１２０万人

東京圏
３５００万人

相模原市相模原市 東京
都心

東京
都心

京都市京都市

関西圏
２０６０万人



横浜

湘南

相 模 原 市



丹沢山系

相模川

宮が瀬湖

相模湖

30km
60km

相模野台地

小田急線

JR相模線

JR横浜線

京王相模原線

JR中央本線
津久井湖

橋本駅 相模原駅

相模大野駅

相模湖駅
藤野駅



首都圏経済を支える生産・研究拠点

■製造業が集積する、首都圏の一大生産拠点
政令指定都市１９市の中で・・・

製造品出荷額等 第１２位
第２次産業就業者比率 第２位

■美大・医大などの多様な大学やＪＡＸＡ等、学術・研究
機能が集積する都市

JAXA相模原キャンパス



横浜

東京都

埼玉県

神奈川県

湘南

広域技術先進首都圏地域

相模原市

埼玉県南西部、東京都多摩地域、埼玉県南西部、東京都多摩地域、

神奈川県中央部に広がる神奈川県中央部に広がる

技術首都圏地域技術首都圏地域

世界的にも有数のものづくりの世界的にも有数のものづくりの

集積地で、集積地で、

世界オンリーワン、ナンバーワンの世界オンリーワン、ナンバーワンの

中堅中小ものづくり企業が中堅中小ものづくり企業が

多数存在する地域多数存在する地域



市民の活力

■若者が多い都市

市民の平均年齢 ４０．７才

全国の政令市のなかで 第４位
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人 口 ７１８，７０４人 横浜市・川崎市に次いで県下３番目

面 積 ３２８．８３ｋｍ２ 横浜市に次いで県下２番目



２０１２０１１１．０．０６６．０１現在．０１現在

中央区中央区
人口：２６人口：２６６６，，９０４９０４人人
面積：面積： ３６．８３ｋ㎡３６．８３ｋ㎡

南区南区
人口：２７人口：２７４４，，８８００８８人人
面積：面積： ３８．２０ｋ㎡３８．２０ｋ㎡

緑区緑区
人口：１７人口：１７６６，，９９２９９２人人
面積：２５３．８１ｋ㎡面積：２５３．８１ｋ㎡



厚木市
約２３万人

大和市
約２２万人

町田市
約４１万人

八王子市
約５４万人

愛川町
約４万人

横浜市

横 浜 市 約 ３７０万人

大 阪 市 約 ２７０万人

名古屋市 約 ２３０万人

札 幌 市 約 １９０万人

神 戸 市 約 １５０万人

京 都 市 約 １４６万人

福 岡 市 約 １４５万人

都市 人口

相模原市 約 ７１万人

八王子市 約 ５４万人

町 田 市 約 ４１万人

厚 木 市 約 ２３万人

大 和 市 約 ２２万人

座 間 市 約 １３万人

愛 川 町 約 ４万人

合 計 約 ２３０万人

相模原市
約７１万人

座間市
約１３万人

山
梨
県



○東日本大震災を踏まえた、首都圏における大規模○東日本大震災を踏まえた、首都圏における大規模
災害時を想定した更なる防災体制災害時を想定した更なる防災体制

○災害発生時から復興期に至るまでの迅速で効率的○災害発生時から復興期に至るまでの迅速で効率的
な防災対策を実現する枠組みな防災対策を実現する枠組み

千葉市

さいたま市

横浜市

災害圏域全体の

防災体制

川崎市

相模原市



○首都圏を越えた東北・中部・関西地方等との広域○首都圏を越えた東北・中部・関西地方等との広域
ブロックによる防災協力体制、基幹的防災拠点ブロックによる防災協力体制、基幹的防災拠点

中部中部
関西関西

首都圏首都圏

東北東北

災害圏域外の

防災協力体制



広域交通網トップ



リニア中央新幹線

リニア中央新幹線とはリニア中央新幹線とは

• 全国新幹線鉄道整備法に基づく「中央新幹線」
として整備計画決定（Ｈ２３）。

• この路線に、時速５００㎞で走行する超電導磁
気浮上式リニアモーターカーを導入し、東京・

大阪間（約５００㎞）を約１時間で結ぶ計画。

• 全国新幹線鉄道整備法に基づく「中央新幹線」
として整備計画決定（Ｈ２３）。

• この路線に、時速５００㎞で走行する超電導磁
気浮上式リニアモーターカーを導入し、東京・

大阪間（約５００㎞）を約１時間で結ぶ計画。

山梨実験線

大阪市

名古屋市
東京都

「整備計画」において南アルプスを
通る直線ルートに決定



ＪＲ東海発表事項ＪＲ東海発表事項

中間駅 ：「１県１駅」が適切。

設置費用は受益の観点から地元負

担を求める意向。

神奈川県内の駅は地下駅を想定。

建設費は約２２００億円。

営業開始 ：名古屋まで２０２７年（平成３９年）目標

大阪まで２０４５年（平成５７年）目標

中間駅 ：「１県１駅」が適切。

設置費用は受益の観点から地元負

担を求める意向。

神奈川県内の駅は地下駅を想定。

建設費は約２２００億円。

営業開始 ：名古屋まで２０２７年（平成３９年）目標

大阪まで２０４５年（平成５７年）目標



整備計画と計画段階環境配慮書整備計画と計画段階環境配慮書

●整備計画（平成２３年５月２６日決定）

運行ルート ：首都圏～近畿圏（約４４０ｋｍ）

※ 南アルプスルート

※ 山梨実験線を実用線として活用

事業費 ：９.０３兆円

（中間駅を除きJR東海が自己負担）

運行ルート ：首都圏～近畿圏（約４４０ｋｍ）

※ 南アルプスルート

※ 山梨実験線を実用線として活用

事業費 ：９.０３兆円

（中間駅を除きJR東海が自己負担）

神奈川県駅 ：相模原市内に、今後開通が見込まれる圏央道とのアクセ

スが容易で、既存鉄道に近接する箇所に地下駅を設置。

車両基地 ：相模原市内に設置する計画。

神奈川県駅 ：相模原市内に、今後開通が見込まれる圏央道とのアクセ

スが容易で、既存鉄道に近接する箇所に地下駅を設置。

車両基地 ：相模原市内に設置する計画。

● 計画段階環境配慮書
（平成２３年６月７日公表）



中部、関西国際空港とのアクセス性
向上による発信力の向上

中京圏中京圏

世界各地世界各地

東京圏
３５００万人

相模原市相模原市 東京
都心

東京
都心

羽田国際空港とのアクセス性
向上による発信力の向上

京都市京都市関西圏 名古屋名古屋

大阪大阪
２０２７開業

２０４５開業

２０６０万人

１１２０万人



首都圏南西部の広域交通ネットワークの充実

羽田空港

神奈川県との
アクセス向上

都心との
アクセス向上

－小田急多摩線の延伸－

小田急多摩線が延伸されると、相模原から東京都心や神奈川県と直結するとともに、
他路線との結節により、他の業務核都市や空港等へのアクセス性も向上する。

成田空港



圏央道

首都圏中央連絡自動車道（圏央道）首都圏中央連絡自動車道（圏央道）

横浜

湘南

東京

埼玉

千葉

相模原

茨城

羽田空港
成田空港

出典：関東地方整備局HP



さがみ縦貫道路（圏央道）についてさがみ縦貫道路（圏央道）について

出典：関東地方整備局HP
寒川付近

城山ＩＣ

横 浜

湘 南

相模原



さがみ縦貫道路の整備状況さがみ縦貫道路の整備状況

（仮称）相模原Ｉ・Ｃ（仮称）相模原Ｉ・Ｃ

出典：横浜国道事務所HP
平成２２年撮影



完成イメージ１



完成イメージ２



中心市街地の整備トップ



横浜

湘南

JR相模原駅

羽田
成田

横田基地



在日米陸軍 相模総合補給廠（約２１４ヘクタール）

ＪＲ相模原駅

横浜方面

八王子方面



相模原スーパーポリス構想イメージ

矢部駅

多目的ドーム

サッカー・ラグビー場

多目的アリーナ

小田急新駅

相模原駅

交流系複合

住宅系複合

生活系複合

文化・芸術

中低層住宅
商業・アミューズメント

文化・芸術

業務・商業

産業支援・研究施設

住宅系複合

大学

交流系複合

交流系複合

住宅・業務複合

業務・商業

交流系複合

交流系複合
生活系複合

中低層住宅

※本構想は、今後のまちづくり検討の参考とすることを目的として策定したものであり、内容について関係機関等との調整を行ったものではありません。



相模原スーパーポリス構想
イメージパース



完成イメージ１（シティゲート・ゾーン）



完成イメージ２

（コミュニティ・ゾーン）



地方分権改革を推進する広域連携の体制地方分権改革を推進する広域連携の体制

○関西広域連合○関西広域連合

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県の２府５県の知事により

構成。主体的な分権改革を推進していくことを目的とし、広域防災、広域観光・文化振興、
広域産業振興など7分野の事業に取り組んでいる。

○九都県市首脳会議○九都県市首脳会議

埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県の知事、横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県の知事、横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市・
相模原市の市長相模原市の市長により構成により構成
長期的展望のもとに、生活の総合的条件の向上を図るため共同して広域的課題に長期的展望のもとに、生活の総合的条件の向上を図るため共同して広域的課題に
積極的に取り組積極的に取り組んでいるんでいる。。

○指定都市市長会○指定都市市長会

１９１９のの政令指定都市の政令指定都市の市長市長により構成。により構成。
大都市行財政の円滑な推進と伸張を図ることを目的として大都市行財政の円滑な推進と伸張を図ることを目的としているいる。。



■■ 広域連携体制による地方分権に向けた活動・要望広域連携体制による地方分権に向けた活動・要望

九都県市首脳会議や指定都市市長会といった広域連携体制九都県市首脳会議や指定都市市長会といった広域連携体制
により地方分権改革を推進するための活動や国への要望により地方分権改革を推進するための活動や国への要望

○○ 更なる権限移譲更なる権限移譲

○○ 国の出先機関の原則廃止国の出先機関の原則廃止

○○ 義務付け・枠付けの見直し義務付け・枠付けの見直し

○○ 税源移譲税源移譲

○○ 社会保障と税の一体改革の推進社会保障と税の一体改革の推進



【【道州制道州制】】

超党派の国会議員や都道府県知事、政令指定都市市長による超党派の国会議員や都道府県知事、政令指定都市市長による
「道州制懇話会」が５月に発足「道州制懇話会」が５月に発足

【【大都市制度（特別自治市）大都市制度（特別自治市）】】

あるべき大都市制度の一つの姿として、二層制の自治構造を廃し、あるべき大都市制度の一つの姿として、二層制の自治構造を廃し、
広域自治体と指定都市を同格とする新たな「大都市制度（特別自治広域自治体と指定都市を同格とする新たな「大都市制度（特別自治
市（仮称））」の創設市（仮称））」の創設 （指定都市市長会にて提案される）

【【大阪都・新潟州大阪都・新潟州 構想構想】】

かつてのかつての東京市東京市をを東京都東京都としたようにとしたように大阪府大阪府、、大阪市大阪市を廃止し、新を廃止し、新
たに大阪都を設置する構想たに大阪都を設置する構想や新潟県と新潟市や新潟県と新潟市を合併して新潟州とを合併して新潟州と
し、し、行政行政の効率化を図る構想の効率化を図る構想



【【国の機能・役割国の機能・役割】】

国は地方でできる仕事・権限を大胆に地方に移譲すべき国は地方でできる仕事・権限を大胆に地方に移譲すべき

国の持つ能力を国家として、外交、防衛など重要政策に集中国の持つ能力を国家として、外交、防衛など重要政策に集中
させるべきさせるべき

【【地方の機能・役割地方の機能・役割】】

地方は、国から移譲された幅広い権限と財源を駆使して地方は、国から移譲された幅広い権限と財源を駆使して

地方の創意工夫や独自性、課題に応じた取り組みを進めるべき地方の創意工夫や独自性、課題に応じた取り組みを進めるべき



地方分権改革を推進する３つの法律（平成２３年５月２日公布）地方分権改革を推進する３つの法律（平成２３年５月２日公布）

１１ 地方自治法の一部を改正する法律地方自治法の一部を改正する法律

○議員定数の上限の撤廃、議決事件の範囲の拡大など、地方公共団体の○議員定数の上限の撤廃、議決事件の範囲の拡大など、地方公共団体の

自由度の拡大を図るもの。自由度の拡大を図るもの。

○請求代表者の資格制限の創設など、直接請求制度の改正。○請求代表者の資格制限の創設など、直接請求制度の改正。

２２ 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律関係法律の整備に関する法律（地方分権一括法）（地方分権一括法）

○施設の設備や運営に関する基準の条例への委任、県や国との協議や許認可○施設の設備や運営に関する基準の条例への委任、県や国との協議や許認可

に関する簡素化など、地方自治体の自主性を強化し、自由度の拡大を図るもの。に関する簡素化など、地方自治体の自主性を強化し、自由度の拡大を図るもの。

３３ 国と地方の協議の場に関する法律国と地方の協議の場に関する法律

○地方６団体の各代表者と国務大臣を中心に、国と地方公共団体の役割分担や○地方６団体の各代表者と国務大臣を中心に、国と地方公共団体の役割分担や

地方税制などを協議する場を設けるもの。地方税制などを協議する場を設けるもの。



第１次第１次 地方分権一括法（平成地方分権一括法（平成2323年年55月月22日公布）日公布）

地方自治体の自主性を強化し、自由度の拡大を図るため、義務付け・枠付けを見直し地方自治体の自主性を強化し、自由度の拡大を図るため、義務付け・枠付けを見直し

【【例例】】 ■施設・公物設置管理の基準■施設・公物設置管理の基準 ■協議、同意、許可・認可・承認■協議、同意、許可・認可・承認

■計画等の策定及びその手続き■計画等の策定及びその手続き などなど

義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大（義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大（4141法律）法律）

第第22次次 地方分権一括法（平成地方分権一括法（平成2323年年44月月55日衆議院で議案として受理）日衆議院で議案として受理）

【【例例】】

■区域区分、都市開発方針等にかかる■区域区分、都市開発方針等にかかる

都市計画決定（都道府県→指定都市）都市計画決定（都道府県→指定都市）

■家庭用品販売業者への立入検査■家庭用品販売業者への立入検査

（都道府県→市）（都道府県→市）

■理・美容などの衛生措置基準の設定■理・美容などの衛生措置基準の設定

（都道府県→市）（都道府県→市）

基礎自治体への権限移譲（基礎自治体への権限移譲（4747法律）法律）
（都道府県の権限の市町村への移譲）（都道府県の権限の市町村への移譲）

義務付け・枠付けの見直しと義務付け・枠付けの見直しと
条例制定権の拡大（条例制定権の拡大（160160法律）法律）

【【例例】】

■施設・公物設置管理の基準■施設・公物設置管理の基準

■協議、同意、許可・認可・承認■協議、同意、許可・認可・承認

■計画等の策定及びその手続き■計画等の策定及びその手続き

などなど



ご清聴ありがとうございますご清聴ありがとうございます
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